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令和３年度 第71回高知県芸術祭助成事業

ART
─ 高知アートプロジェクト ─

KOCHI

PROJECTS

2021

［地域×アート］をコンセプトに高知県内で開催される
文化芸術活動に助成等の支援を行います。

FAX. 088-866-8008 【受付時間 平日9時～17時】

対象となる活動

開催期間：令和3年9月11日（土）～12月12日（日）
◎営利、宣伝、特定の政治又は宗教活動を目的としないもの
※事前の準備等に係る費用も助成の対象となります。
※個人でも団体（NPO・実行委員会等）でも申請いただけます。

◎令和3年度高知県芸術祭開催期間中に実施されるもの

令和3年5月31日（月）※当日必着　　　　　　
（持参の場合は、17時まで）

申請方法

※少額（10万円程度）での申請も可能です。
※審査会にて、提出された申請内容と申請額を勘案し助成額を決定いたします。
※過去に助成を受けたことのある団体も応募できます。

助成内容

助成 ： 1事業あたり上限額30万円

助成条件

審査項目

「KOCHI ART PROJECTS 2021」に関する問い合わせ先

TEL.088-866-8013
� k_geijyutsu-sai@kochi-bunkazaidan.or.jp

〒781-8123 高知県高知市高須353-2 （公財）高知県文化財団内
高知県芸術祭執行委員会事務局
【公式HP】 https://www.kochi-art.com/
� https://www.facebook.com/kochi.art/

Facebook

本助成事業は、県内の文化芸術活動に関わる団体等の裾野を広げるこ
とを主な目的としており、過去に3回以上助成を受けたことのある団体につ
いては、不採択となる可能性もございます。ご了承ください。

◎創造性：新たな視点や他分野・異業種との協働など事業内容に創意工
夫があり魅力的な付加価値がみられるか。

◎地域性：地域の課題解決に向け、地域住民（組織等）と連携するなど地
域への貢献や地域の活性化に繋がる計画がみられるか。

◎持続性：一過性のイベントではなく、将来のビジョンや長期的展望がみら
れるか。

◎波及性：県民や団体等に幅広く情報発信を行うなど、事業を通じて人々の
交流を促進する計画がみられるか。

◎実現性：事業実施に向けて具体的な事業計画がみられるか。また、申請
書等の提出書類の不備がないか。

対象事業者
高知県内に事務所または活動拠点を有し、文化芸術活動を行う団体、個人
が対象です。（県、市町村、県からの出資を受けている法人等を除く。）

◎広報物等に指定クレジットを必ず記載すること。
（記載のない場合は助成交付を取り消す場合があります。）
※指定クレジットは、芸術祭公式HPからダウンロードできます。
◎高知県芸術祭執行委員会事務局が作成する広報物等への原稿作成協
力ができること。
◎明確な会計経理を実施し、収支及び事業実施の証拠書類を保管のうえ、
指示があった場合にはすぐに提出できること。
※助成団体については、領収書等を含め収支の詳細について確認をいたします。

◎指定の様式により実施報告書を提出すること。（事業終了後1ヶ月以内）
※採択された事業は高知県芸術祭執行委員等が視察します。

◎後日開催予定の事業実施報告会に必ず参加すること。
（令和４年1月23日（日）開催予定）
※報告会参加に伴う旅費等の費用は各自ご負担ください。

申請期間内に、規定の申請書様式（第1号～3号）に必要事項を記入し、高
知県芸術祭執行委員会事務局まで持参、もしくは郵送にてご提出ください。
※申請に際しましては、助成金申請の手引きをご参照ください。芸術祭公式HPからご確
認いただけます。

※申請書様式は、芸術祭公式HPからもダウンロードできます。
※申請書様式を送付希望の方は、下記問い合わせ先までご依頼ください。
※申請後、電話等によるヒアリング、追加資料の提出等を求める場合があります。
※過去採択団体の実施報告等は芸術祭公式HPに記載しております。申請にあたって
ご参照ください。

書類選考による一次審査を行い、追って二次審査会にて代表者等
の出席のもとプレゼンテーションを行っていただき選定します。
［令和３年6月26日（土）開催予定］
結果は二次審査会後、7月上旬までに全ての申請団体または個人に郵送に
てお知らせします。 ※一次審査のみで採択になる場合もあります。

申請締切

〒781-8123 高知市高須353-2 （公財）高知県文化財団内
高知県芸術祭執行委員会事務局 宛

申請書等郵送先

選考方法

所定の請求書を受理した後、2週間以内に指定口座にお振込みします。
※助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めた場合は、助成金の2分の1を
超えない範囲で概算払も可能です。

助成金の交付

申請
要項
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